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一般選抜において、新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者の受験機会を確保
するため、本学では以下の方策を講じます。 
 
一般選抜（前期） 
一般選抜（前期）に出願後、新型コロナウイルス感染症に罹患していること（または試験前
から継続して発熱・咳等があること）により受験ができなった場合は、受験できなかったこ
とを証明する医師の診断書等を提出することで、受験料を納入せずに一般選抜（後期）の受
験を認めます。 
 
一般選抜（後期） 
一般選抜（後期）に出願後、新型コロナウイルス感染症に罹患していること（または試験前
から継続して発熱・咳等があること）により受験ができなった場合は、受験できなかったこ
とを証明する医師の診断書等を提出することで、総合型選抜と同じ選考方法である面談お
よび書類審査（調査書、志望理由書、活動報告書）による選抜を、受験料を納入せずに受験
できます。 
 
一般選抜の出題範囲 
教科書において「発展的な学習内容」として記載されている内容から出題しない、あるいは
出題する場合においても、設問中に補足事項等を記載するなど、特定の入学志願者が不利に
ならない設問とすることなどの工夫を行います。 
 
 
※医師の診断書等の提出は求めませんが、本学所定の申請書を提出していただきます。 
 


